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 佐賀県告示第426号 

 佐賀県屋外広告物条例に基づく広告物禁止区域等の指定（平成25年佐賀県告示第393号）の一部を次のように改正する。 

  平成29年６月６日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

１～８ 略 １～８ 略 

９ 条例第３条第12号の規定により知事が指定する区域 ９ 条例第３条第12号の規定により知事が指定する区域 

 (1) 略  (1) 略 

(2) 次の表に掲げる交差点に係る停止線及びその延長線の30メ

ートル外側の線から内側の道路の区域（当該交差点の区域を含

む｡）並びに当該区域の道路の両端から20メートル以内の区域 

 (2) 次の表に掲げる交差点に係る停止線及びその延長線の30メ

ートル外側の線から内側の道路の区域（当該交差点の区域を含

む｡）並びに当該区域の道路の両端から20メートル以内の区域 

交差点名 交差点の位置 

 略   

唐津市東町 唐津市東町 県道虹の松原線に唐津市道東町

大土井線が接する地点 

唐津市大土

井 

唐津市和多田大

土井 

一般国道202号に唐津市道東町大

土井線が接する地点 

 略   

川西  略  

   

 
 

交差点名 交差点の位置 

 略   

唐津市東町 唐津市東町 県道虹の松原線に市道東町大土

井線が接する地点 

唐津市大土

井 

唐津市和多田大

土井 

国道202号に市道東町大土井線が

接する地点 

 略   

川西  略  

能古見郵便

局前 

鹿島市納富分 国道207号と市道辻・納富分線と

の交点 

10～13 略 10～13 略 

 


